別紙１

「巡回診療（健診）実施計画書」又は「巡回健診等実施計画書」による場合の事務手続

１　提出いただく計画書
　(1)「巡回診療（健診）実施計画書」の提出によることができる場合（無医地区における医療の確保等用）
　　　昭和37年6月20日付け医発第554号厚生省医政局長通知による、無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施等を目的として行う巡回診療（巡回診療において行われる予防接種も含む。）であって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施等が困難であると認められるものであって、通知第2の２に該当する場合。
　(2)「巡回健診等実施計画書」の提出によることができる場合（健康診断・予防接種・採血用）
　　　兵庫県内に所在する既存の病院又は診療所の事業として巡回健診等(疾病の治療を前提としたものを除く)を行う場合であって、下記の条件に合致する場合（平成7年11月29日付け健政発第927号厚生省健康政策局長通知１の(1)）
	ア・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断
　・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)
　・地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血
イ　当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。
ウ　次のいずれかに該当するものであること。
（ア） 巡回健診等を目的とした車輛又は船舶であって当該車輛又は船舶内において健康診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっているもの（以下「移動健診等施設」という。）を利用する場合
（イ） 移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、定期的に反覆継続（おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の場所で実施する場合については、一回の巡回健診等とみなす。）して行われることのないもの又は一定の地点において継続（おおむね三日以上とする。）して行われることのないもの



２　医療機関の手続き
　　巡回診療・巡回健診等を行おうとする者は、様式２（上記１の(1)の場合）又は様式５（上記１の(2)の場合）の実施計画書を巡回診療・巡回健診等を行おうとする医療機関の所在地を管轄する政令市保健所又は健康福祉事務所（以下「管轄保健所等」という。）に提出する。
　　提出部数は管轄保健所等分、管轄保健所等以外で送付が必要な保健所等分及び医務課分の合計数（以下「必要部数」という。）とする。（巡回診療・巡回健診等を行う場所が管轄保健所等以外にわたる場合は、医務課経由で当該区域を管轄する保健所等にも実施計画書を送付するため。）

３　実施計画書の提出を受けた管轄保健所等の事務手続き
　(1) 管轄保健所等
提出された実施計画書全てに受理印を押し、管轄保健所等保管分を除き医務課に送付する。（管轄保健所等の管内でのみ実施する場合は、医務課への送付は不要。）
なお、実施計画書様式2及び5第6項及び第7項に係る添付書類（以下「添付書類」という。）については、管轄保健所等において以下のとおり取り扱うものとする。
ア　添付書類の省略
実施計画書が提出される年度に関係なく、既に提出された添付書類の内容に変更がない場合には、必要部数の添付を省略して差し支えないものとする。
ただし、省略した添付書類については、①既に提出済みの実施計画書（以下「提出済み計画書」と

いう。）に添付済みであることを新たな実施計画書に明記させる（提出済み計画書の日付等を記載させることで事後に容易に参照できるようにしておくことが望ましい。）、又は②管轄保健所等において別途作成するチェック表で整理する等により、適法性を担保すること。
イ　有効期間のあるもの（車検証及び漏洩線量測定結果）の確認
新たな実施計画書が提出された際に、管轄保健所等において、車検証及び漏洩線量測定結果について改めて有効期間内にあることを確認するとともに、当該期間を徒過している場合には、新たな有効期間内にある適法な書類を提出させること。
ウ　添付書類の保管及び医務課等への送付の省略
(ア) 管轄保健所等において、添付書類の内容や変更の有無等を確認の上、適法な状態にある添付書類をそれぞれ少なくとも一部ずつ保管すること。（他の保健所等からの当該添付書類に関する照会や提供依頼等があった場合には適宜対応すること。）
(イ) 管轄保健所等以外で送付が必要な保健所等分及び医務課分については、添付書類の送付を省略して差し支えないものとする。
エ　医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査による適法性の確認
管轄保健所等が、巡回診療・巡回健診等を行おうとする者に対して、必要に応じ立入検査により当該巡回診療・巡回健診等に係る添付書類の内容について適法性を確認した場合においても、実施計画書に係る添付書類の必要部数の添付を省略（管轄保健所等以外で送付が必要な保健所等分及び医務課分について、添付書類の送付を省略）して差し支えないものとする。
ただし、この場合にあっても、①管轄保健所等において別途作成するチェック表で整理する、又は②医務課等あて事務連絡等を別途作成し、これに立入検査により添付書類の内容について確認した旨
を明記する等により、適法性を担保すること。

　(2) 医務課
関係保健所等あて、実施計画書を送付する。

４　留意点
(1) 上記１の(1)及び(2)の取扱いに当たっては、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことについて十分確認のうえ適用することとし、これが必要と認められなくなった場合には直ちにこの取扱いを中止すること。

(2)  特に、管理者（特に病院、有床診療所）が長時間巡回診療・巡回健診等に赴き、病院等を不在にすることは、好ましくないことから改善を指導すること。

(3) 上記１の(1)の場合の実施計画はおおむね３ヶ月から６ヶ月までの期間ごととし、(2)の場合はおおむね１ヶ月から３ヶ月までの期間ごととするよう指導すること。

(4) 実施計画書は、本来事業者が巡回診療を行おうとする区域を管轄する保健所等ごとに提出するべきものであるが、厚生労働省通知に基づき、県及び政令市保健所が事業者の負担を軽減すべく運用上特別な取扱いを行っていることに鑑み、実施計画は可能な限り管轄保健所等の管轄区域ごとに分けるよう指導すること。

(5) 当分の間は別添様式によらない届出についても、受理して差し支えないが、当該様式に係る必要事項は漏れなく記載させること。







別紙２

「巡回診療（健診）実施計画書」又は「巡回健診等実施計画書」によらない手続きの流れ

兵庫県外に所在する医療機関が県内で巡回診療・巡回健診等に相当する行為を行う場合は、「巡回診療（健診）実施計画書」又は「巡回健診等実施計画書」によることができないため、診療・健診等を行う場所ごとに下記の手続を行うこと。

①医療法人等が実施する場合は、健診等を実施する日のおよそ3～4週間前に、健診等を行う場所ごとに管轄保健所等に「診療所開設許可申請」を提出
　なお、医師又は歯科医師個人が実施する場合は、「診療所開設許可申請」は不要のため②③のみ行うこと。
②健診等開始日から10日以内に「診療所開設届」、「Ｘ線装置備付届」を提出
③健診等終了日から10日以内に「診療所廃止届」、「Ｘ線装置廃止届」を提出

	＜「診療所開設許可申請」について＞
・提出部数は2部
・医師・歯科医師・薬剤師については、履歴書及び免許証の写し及び原本の提示が必要。
　免許証の写しについては、事前に近隣の保健所等で原本照合を受けていれば（6か月以内のもの）原本の提示は不要
・Ｘ線装置等を搭載する巡回健診車がある場合は、各車輌に係る車検証（写し）及び仕様図面を添付すること
＜「診療所開設届」について＞
・提出部数は１部
・健診開始日から10日以内に提出すること
・医師・歯科医師・薬剤師については、履歴書及び免許証の写し及び原本の提示が必要。
　免許証の写しについては、事前に近隣の保健所等で原本照合を受けていれば（6か月以内のもの）原本の提示は不要
＜「診療所廃止届」について＞
・提出部数は１部
・健診終了日から10日以内に提出すること
＜「Ｘ線装置備付届」について＞
・提出部数は１部
・健診開始日から10日以内に提出すること
・遮蔽計算書及び漏洩線量測定結果を添付すること
＜「Ｘ線装置廃止届」について＞
・提出部数は１部
・健診終了日から10日以内に提出すること






